
福　祉　む　ら　や　ま

保健師（看護師）

医療機関などの関係機関と
連携した地域づくり　など

こ ん な

　 　 と き

お 役 に

た ち ま す ！

　『地域包括支援センター』は、高齢者のみなさんが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、必要
な相談や支援を行う拠点として設置されています。
　専門職として、保健師（看護師）・社会福祉士・主任ケアマネジャーを配置し、高齢者のみなさんや
そのご家族を、介護、福祉、健康、医療、生活などさまざまな面から総合的に支援を行うところです。
お気軽にご相談ください。� 村山市地域包括支援センター☎５３－９１２３

地域包括支援センターをご存知ですか？地域包括支援センターをご存知ですか？
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収　入
294,317,493

支　出
286,872,342

会費収入 6,924,500

障害福祉サービス等
事業収入
165,899,525

就労支援事業収入
21,818,815

介護保険
事業収入

28,535,690

負担金収入
331,004

事業収入
4,027,000

貸付事業収入
164,000

受託金収入
53,214,678

補助金収入 9,823,566

その他取崩収入・内部取引収入
3,420,332 寄付金収入 158,383

法人運営・センター管理
10,974,319

地域包括
支援センター
44,015,864

いきいきネットワーク
　 　1,884,000
ふれあいいきいきサロン
 　2,211,850
ボランティア・買い物支援
 　3,755,248
心配ごと相談所・地域福祉活動等
 　1,097,139
外出支援サービス
5,374,931
居宅介護支援事業
5,748,969

訪問介護サービス事業
14,589,285
福祉サービス利用援助事業
1,634,843

生活困窮者自立支援事業等
7,315,875
成年後見センター・法人後見
2,919,282共同募金配分金事業

4,737,166

障がい福祉サービス事業
179,131,832

善意銀行運用事業
838,739

貸付事業 643,000

〔単位：円〕

　令和６年度の決算は、収入２９４，３１７千円、支出２８６，８７２千円となり、７，４４５千円の黒字となりました。
今後も事業の経営環境を整えながら基盤づくりに努めてまいります。

令和６年度の決算をお知らせします令和６年度の決算をお知らせします

　　令和７年度社会福祉協議会会費納入
　市内６，６１７世帯より、総額６，６１７，０００円の一般会費の納入をいただきました。
　この会費は、本協議会が福祉活動を推進するため、また介護保険サービスや障がい福祉サービスを
円滑に行うために、地域での支え合い活動等など様々な事業に活用させていただいております。
　ご協力誠にありがとうございました。（令和７年８月20日現在）

　善意銀行とはみなさまの善意に基づく金銭・物品を
預託いただき必要とされる方に配分する仕組みで、銀
行の機能になぞらえて「善意銀行」と呼んでいます。
　預託には「金銭」「物品」「労力」の３種類あり、
【高齢者福祉のために】【障害者福祉のために】など
寄付金の配分先について、意向を示していただくこと
も可能です。
＊�預託された寄付金は、所得税法上の寄付金控除が認められる寄付金として、指定されています。
　本会は多くのみなさまからの温かいご支援で運営されています。ご理解ご支援どうもありがとうござい
ます。

R7.3.9　カラオケスタジオ杉島R7.3.9　カラオケスタジオ杉島
杉島とみお氏チャリティコンサート杉島とみお氏チャリティコンサート

こんな事業に役立てられています

要援助者の
援助

■�フードバンクを通した食料品の提供
■�車いすの貸出し、紙おむつの提供
■�高齢者関連施設へのタオル提供
■火災見舞い金

ボランティア
活動援助等

■�家屋補修ボランティア事業の材料費等
■�地域福祉活動団体への助成

ありがとうございました

〈現金のご寄付〉
　・杉島とみお　様　　　　 ３２，６９１円
　・楯岡キリスト教会　様　　５，０００円
　・匿名　様　　　　　　　　３，８４０円

　令和７年度のご寄付分につきましては、福祉むら
やま第９９号（令和８年３月１日号）に掲載させてい
ただきます。

善意銀行へのご寄付ありがとうございます
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　老人クラブ連合会では、自らが健康で、快適で安心して暮らせるようなまちづくりに貢献できる取り組
みとして、毎年８月３日を「一斉奉仕活動デイ」と定め地域社会への奉仕活動に取り組んでいます。今年

度も地域内の道路、公園、神社等のごみひろい・草取り、
花壇の整備等の活動を行いました。
　老人クラブ連合会では、年間を通して様々な活動をし
ています。ぜひこの機会にご友人と誘いあって参加して
みてはいかがでしょうか？
� 老人クラブ連合会事務局☎５２－０３２１

お越しになる際は、事前にお電話でお申し込みください。� 生活自立支援センター☎５３－３７８７

自立相談支援
⃝支援プランを作ります
　相談員が一緒にどのような支援が必要なのかを
考え、継続的に支援します。
⃝相談窓口や公的制度を紹介します
　就労や介護、障がい、子育て、医療等の相談窓
口を紹介し、関係機関と連携しながらサービスの
活用・調整を進めます。

住居確保金
　離職等により住居を失った又は失う恐れのある
方に、就職活動を要件に一定期間の家賃相当額支
給申請について、支援します。
　生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向
けた支援を行います。（※収入や金融資産、離職
期間等条件があります。詳しくはお問い合わせく
ださい。）

雪どけ隊スタッフ
登録募集

　「雪どけ隊」は、雪かきを
することが困難な高齢者や障
がいのある方の世帯等の、主
に玄関から道路までの道付け
等を行う有償ボランティアで
す。本格的な冬を迎える前に
ご協力いただけるスタッフを
募集します。
⃝スタッフの活動費は、
� １時間あたり９６０円です
（山形県の最低賃金により変
動する場合がございます。）
　除雪作業ができる方ならど
なたでも可能です。
� 地域福祉係☎５３－９１５５

村山の地域福祉を考える市民研修会・生活支援体制整備事業研修会

「考えてみませんか？これからのこと」
あなたらしく生ききるためのいのちの勉強会
日　時：令和７年１０月３０日（木）１３：００～１５：３０
会　場：村山市民会館小ホール
内　容：研修１「いのちの勉強会　～最期まで
　　　　　　　　自分らしく生ききるために～」
　　　　　　　　八鍬医院　八鍬　直　先生
　　　　研修２　亡くなった後の手続きについて
　　　　　　　　村山市役所市民環境課担当職員
　重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
人生の最後まで続けることができるよう、自分らしく生ききるために
大事にしたいことや望む生き方について考える、いのちの勉強会と死
後の事務に関する説明会を開催します。
参加費：無料
申　込：１０月２４日（金）迄ご連絡ください。
� 村山市社会福祉協議会☎５２－０３２１

老人クラブのみなさん　まちをきれいに老人クラブのみなさん　まちをきれいに

生活自立支援センターへご相談ください生活自立支援センターへご相談ください

仕事が決まらず、仕事が決まらず、
生活費に困っている生活費に困っている

収入がなくなり、収入がなくなり、
家賃が払えない家賃が払えない

就職や借金のことで悩んでいるが、就職や借金のことで悩んでいるが、
誰に相談すればいいのか分からない　等誰に相談すればいいのか分からない　等

こんな困りごとありませんか？

河島山シニアクラブのみなさん河島山シニアクラブのみなさん

八鍬 直先生八鍬 直先生
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本誌に関する、ご意見・お問い合わせはこちらまで
社会福祉法人　村山市社会福祉協議会
〒９９５－００３５　村山市中央１－５－２４
TEL（０２３７）５２－０３２１　FAX（０２３７）５５－７４７０
Ｅメール　murayamasi-syakyo@themis.ocn.ne.jp
最新情報は　ホームページ（http://www.mrymshakyo.org/）
　　　　　　でご覧いただけます。ＱＲコードもご利用ください。
地域福祉を通じての心温まるお話などもお待ちしております
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村山市社会福祉協議会

共同募金運動が10月1日から
　全国一斉にはじまります
　　ご協力よろしくお願いします

■実施期間：10月１日～12月３１日
■目 標 額：村山市は一世帯あたり６００円
※なぜ募金なのに目標額があるの？
　赤い羽根共同募金は、配分計画に基づく 計画募金 です。
　事前に福祉団体や施設からの申請を受け、必要性・緊急性を精査し、あ
らかじめ事業推進に必要な額の計画をたて、これを目標とします。
　ここから、市町村ごとに一世帯あたり必要最小限の目標額を割り出して
ご協力をお願いするものです。
　あくまでも募金ですので強制ではなく、任意のものです。

■募金の使いみち
　皆様からお寄せいただいた令和６年度の募金による配分金（２，７５７，４７７円）は、令和７年
度にさまざまな福祉活動や災害体制支援のために役立てられます。

◦ふれあいいきいきサロン事業の推進� ８５０，０００円
◦老人クラブ活動事業の推進� １５０，０００円
◦いきいきネットワーク推進事業� ４８２，４７７円
◦障がい者団体、母子父子団体への活動支援� ４０，０００円
◦地域ごとの福祉活動の推進� ９２０，０００円

◦心配ごと相談所の開設� １２６，０００円
◦フードバンク事業� ３０，０００円
◦福祉むらやま等広報紙発行� １００，０００円
◦福祉教育推進事業補助金� ５９，０００円

　共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解
決に取り組む団体を応援するための活動として取り組まれています。村山市でご協力いただいた募金は、
山形県共同募金会を通して配分を受け、村山市内の福祉に活用されています。
　今年も市民の皆様からのあたたかいご協力をよろしくお願いします。
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